
  

一 
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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

千
葉
県
資
源
管
理
方
針
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○ 

道
路
交
通
法
に
基
づ
く
特
定
講
習
の
廃
止
の
許
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号 

 

漁
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
第
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
資
源

管
理
方
針
を
別
冊
の
と
お
り
変
更
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号 

 

漁
業
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
く
ろ
ま
ぐ
ろ

□
小
型
魚
□
□
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
大
型
魚
□
□
す
る
め
い
か
及
び
ぶ
り
に
関
す
る
令
和
八
管
理
年
度
□
令
和

八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
□
□
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
数

量
を
次
の
と
お
り
定
め
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□ 

 

１ 

都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量 

 
 

 

八
一
・
五
ト
ン 

 

２ 

知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
数
量 

 

知

事

管

理

区

分 

配

分

す

る

数

量 

一 

千
葉
県
銚
子
・
九
十
九
里
地
区
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□
漁
船

漁
業
等
□
四
月
か
ら
六
月
ま
で
□ 

五
・
五
ト
ン 

 
 

 

 
 

 

二 

千
葉
県
銚
子
・
九
十
九
里
地
区
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□
漁
船

漁
業
等
□
七
月
か
ら
九
月
ま
で
□ 

〇
・
五
ト
ン 

三 

千
葉
県
銚
子
・
九
十
九
里
地
区
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□
漁
船

漁
業
等
□
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
□ 

九
・
九
ト
ン 

四 

千
葉
県
銚
子
・
九
十
九
里
地
区
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□
漁
船

漁
業
等
□
一
月
か
ら
三
月
ま
で
□ 

〇
・
六
ト
ン 

五 

千
葉
県
夷
隅
地
区
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□
漁
船
漁
業
等
□
四

月
か
ら
六
月
ま
で
□ 

九
・
六
ト
ン 

六 

千
葉
県
夷
隅
地
区
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□
漁
船
漁
業
等
□
七

月
か
ら
九
月
ま
で
□ 

〇
・
五
ト
ン 

七 

千
葉
県
夷
隅
地
区
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□
漁
船
漁
業
等
□
十

月
か
ら
十
二
月
ま
で
□ 

一
〇
・
三
ト
ン 

八 

千
葉
県
夷
隅
地
区
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□
漁
船
漁
業
等
□
一

月
か
ら
三
月
ま
で
□ 

九
・
七
ト
ン 

九 

千
葉
県
安
房
地
区
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□
漁
船
漁
業
等
□
四

月
か
ら
六
月
ま
で
□ 

四
・
九
ト
ン 

十 

千
葉
県
安
房
地
区
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□
漁
船
漁
業
等
□
七

月
か
ら
九
月
ま
で
□ 

〇
・
五
ト
ン 

十
一 

千
葉
県
安
房
地
区
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□
漁
船
漁
業
等
□
十

月
か
ら
十
二
月
ま
で
□ 

三
・
九
ト
ン 

十
二 

千
葉
県
安
房
地
区
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□
漁
船
漁
業
等
□
一

月
か
ら
三
月
ま
で
□ 

五
・
八
ト
ン 

十
三 

千
葉
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
小
型
魚
□
定
置
漁
業 

一
七
・
八
ト
ン 

二 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
大
型
魚
□ 

 

１ 

都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量 

 
 

 

七
八
・
六
ト
ン 

 

２ 

知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
数
量 

 

知

事

管

理

区

分 

配

分

す

る

数

量 

一 

千
葉
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
大
型
魚
□
漁
船
漁
業
等
□
四
月
か
ら
六
月

ま
で
□ 

三
二
・
八
ト
ン 

二 
千
葉
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
大
型
魚
□
漁
船
漁
業
等
□
七
月
か
ら
九
月

ま
で
□ 

五
・
六
ト
ン 

三 

千
葉
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
大
型
魚
□
漁
船
漁
業
等
□
十
月
か
ら
十
二

月
ま
で
□ 

八
・
〇
ト
ン 

四 

千
葉
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
大
型
魚
□
漁
船
漁
業
等
□
一
月
か
ら
三
月

ま
で
□ 

二
二
・
一
ト
ン 

 
 

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

4

月

17

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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五 

千
葉
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
□
大
型
魚
□
定
置
漁
業 

六
・
一
ト
ン 

三 
す
る
め
い
か 

 

１ 
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量 

 
 

 
現
行
水
準 

 

２ 

知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
数
量 

知

事

管

理

区

分 

配

分

す

る

数

量 

千
葉
県
す
る
め
い
か
漁
業 

現
行
水
準 

四 

ぶ
り 

 

１ 

都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量 

 
 

 

試
行
水
準 

 

２ 

知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
数
量 

知

事

管

理

区

分 

配

分

す

る

数

量 

千
葉
県
ぶ
り
漁
業 

試
行
水
準 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号 

 

都
市
再
開
発
法
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
□
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
北
小
金

駅
南
口
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

北
小
金
駅
南
口
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

令
和
五
年
八
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

松
戸
市
小
金
字
天
王
脇
四
番
三
□
四
番
一
二
□
四
番
一
三
□
四
番
二
七
□
五
番
四
の
一
部
□
五
番
五

の
一
部
□
五
番
六
の
一
部
□
一
五
番
一
□
一
五
番
二
□
一
五
番
六
及
び
一
五
番
八
□
東
平
賀
字
向
台
三

一
三
番
二
□
三
一
三
番
三
□
三
一
五
番
一
か
ら
三
一
五
番
一
一
ま
で
□
三
一
五
番
一
三
□
三
一
六
番
一

か
ら
三
一
六
番
三
ま
で
□
三
一
七
番
一
□
三
一
七
番
二
□
三
一
八
番
一
か
ら
三
一
八
番
三
ま
で
□
三
一

九
番
一
□
三
一
九
番
二
□
三
一
九
番
五
□
三
一
九
番
六
□
三
二
〇
番
一
及
び
三
二
〇
番
二
並
び
に
字
仲

通
二
四
五
番
六
の
一
部
□
二
四
五
番
七
□
二
四
五
番
八
及
び
二
四
五
番
一
二
の
一
部
並
び
に
小
金
き
よ

し
ケ
丘
一
丁
目
五
番
一
か
ら
五
番
四
ま
で
□
五
番
六
□
五
番
七
□
五
番
一
〇
□
五
番
一
一
及
び
一
九
番

の
一
部
並
び
に
公
有
地
の
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

松
戸
市
小
金
六
〇
番
地
の
一 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
八
月
十
八
日 

六 

変
更
の
内
容 

 
 

事
業
施
行
期
間 

 
 

変
更
前 

令
和
五
年
八
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

変
更
後 

令
和
五
年
八
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

七 

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
十
七
日 公

安

委

員

会

告

示 

 
 

 
 

        

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

              千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
２

６
号

 

 
道

路
交

通
法

（
昭

和
３

５
年

法
律

第
１

０
５

号
）

第
１

０
８

条
の

１
０

の
規

定
に

よ
り

、
指

定
講

習
機

関
が

行
う

特
定

講
習

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
廃

止
を

許
可

し
た

。
 

 
 

令
和

８
年

４
月

１
７

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

寺
 

嶋
 

 
哲

 
生

 
 

 

特
定

講
習

の
種

別
 

指
定

講
習

機
関

の
名

称
 

廃
止

年
月

日
 

普
通

免
許

に
係

る
初

心
運

転

者
講

習
 

姉
崎

中
央

自
動

車
学

校
 

令
和

７
年

１
１

月
１

６
日

 

  
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

４
月

１
７

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

 
 

杉
 

野
 

 
可

 
愛

 
 

 

 

 
 

 

購
読
料 

本
号
□
別
冊
を
含
む
□
□ 

 

一
部 

 
 

 
 

 

四
九
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

  


